
 伊勢崎市部設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４５号  

伊勢崎市部設置条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市部設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。  

第１条第７号を次のように改める。  

⑺ 福祉こども部  

第１条中第１１号を削り、第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、

第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。  

⑻ 長寿社会部  

第２条第７号中「福祉部」を「福祉こども部」に改め、同号エ及びオを削り、

同号カを同号エとし、同条第１１号を削り、同条第１０号に次のように加える。  

オ 都市開発に関する事項  

カ 市街地整備に関する事項  

第２条中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号を第９号

とし、第７号の次に次の１号を加える。  

⑻ 長寿社会部  

ア 高齢者福祉に関する事項  

イ 介護保険に関する事項  

ウ 指導監査に関する事項  

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  



 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４６号  

伊勢崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

第１条  伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。  

  第４６条第２号中「第５０条第１項各号」を「第６６条第１項各号」に改

める。  

第２条  伊勢崎市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。  

  第４６条第２号中「第６６条第１項各号」を「第７６条第１項各号」に改

める。  

第３条  伊勢崎市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。  

  第３３条の２第１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。  

   附 則 

この条例中第１条の規定は平成２８年１月１日から、第２条の規定は個人情

報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）の施

行の日から、第３条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４７号  



伊勢崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条

第２項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 個人番号  法第２条第５項に規定する個人番号をいう。  

⑵ 特定個人情報  法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。  

⑶ 個人番号利用事務実施者  法第２条第１２項に規定する個人番号利用事

務実施者をいう。  

⑷ 情報提供ネットワークシステム  法第２条第１４項に規定する情報提供

ネットワークシステムをいう。  

（個人番号の利用範囲）  

第３条  法第９条第２項の条例で定める事務は、市長その他の執行機関が行う

法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。  

２ 市長その他の執行機関は、前項に定める事務を処理するために必要な限度

で、法別表第２の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するもの

を利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供

を受けることができる場合は、この限りでない。  

３ 前２項に定めるもののほか、市長その他の執行機関は、法別表第１の下欄

に掲げる事務のうち規則で定めるものを処理するために必要な限度で、自ら

が保有する規則で定める特定個人情報を利用することができる。  

４ 前２項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。  



（委任）  

第４条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則 

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市  長五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４８号  

伊勢崎市職員定数条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市職員定数条例（平成１７年伊勢崎市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。  

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４９号  

伊勢崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例  

伊勢崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平



成１７年伊勢崎市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

 附則第９条第１項の表を次のように改める。  

傷病補償年金  厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成２４年法律第６３号。以下

「平成２４年一元化法」という。）附則第４１条

第１項の規定による障害共済年金若しくは平成

２４年一元化法附則第６５条第１項の規定によ

る障害共済年金（以下「障害厚生年金等」とい

う。）及び国民年金法（昭和３４年法律第１４１

号）による障害基礎年金（同法第３０条の４の

規定による障害基礎年金を除く。以下「障害基

礎年金」という。）  

０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）  

０．８６  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法

附則第３７条第１項に規定する給付のうち障害

共済年金（以下「平成２４年一元化法改正前国

共済法による障害共済年金」という。）若しくは

平成２４年一元化法附則第６１条第１項に規定

する給付のうち障害共済年金（以下「平成２４

年一元化法改正前地共済法による障害共済年金｣

という。）が支給される場合を除く。）  

０．８８  

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第３４号。以下「国民年金等改正法」と

いう。）附則第８７条第１項に規定する年金たる  

０．７５  



 保険給付のうち障害年金（以下「旧船員保険法

による障害年金」という。）  

 

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧

厚生年金保険法による障害年金」という。）  

０．７５  

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定す

る年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民

年金法による障害年金」という。）  

０．８９  

障害補償年金  障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）  

０．８３  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法

改正前国共済法による障害共済年金若しくは平

成２４年一元化法改正前地共済法による障害共

済年金が支給される場合を除く。）  

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７４  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７４  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

遺族補償年金  厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２

４年一元化法附則第４１条第１項の規定による

遺族共済年金若しくは平成２４年一元化法附則

第６５条第１項の規定による遺族共済年金（以

下「遺族厚生年金等」という。）及び国民年金法

による遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第

２８条第１項の規定による遺族基礎年金を除

く。以下「遺族基礎年金」という。）  

０．８０  

遺族厚生年金等（当該補償の事由となった死亡  ０．８４  



 について遺族基礎年金が支給される場合を除

く。）  

 

遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡に

ついて遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法

附則第３７条第１項に規定する給付のうち遺族

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６

１条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金

が支給される場合を除く。）又は国民年金法によ

る寡婦年金  

０．８８  

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定す

る年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、

遺児年金又は寡婦年金  

０．９０  

附則第９条第２項の表を次のように改める。  

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害基礎

年金が支給される場合を除く。）  

０．８６  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚生年

金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法による障害共済年金

若しくは平成２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年金

が支給される場合を除く。）  

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７５  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７５  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

附 則 

 （施行期日）  



１ この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１０月１日から適用する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の伊勢崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例（以下「新条例」という。）附則第９条第１項及び第

２項の規定は、この条例の適用の日（以下「適用日」という。）以後に支給

すべき事由の生じた新条例第７条第１項に規定する年金たる補償（以下「年

金たる補償」という。）及び新条例第９条第２号に規定する休業補償（以下

「休業補償」という。）並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以

後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の

生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の

生じた休業補償については、なお従前の例による。  

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化法」という。）

第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号。以下「改正前国共済法」という。）による職域加算額（被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及

び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当

法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による

長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４５号。以

下「平成２７年国共済経過措置政令」という。）第８条第１項の規定により

読み替えられた平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前国共済法第８２条第２項に規定する公務

等による旧職域加算障害給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規

定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものを

いう。）又は平成２７年国共済経過措置政令第８条第１項の規定により読み

替えられた平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効

力を有するものとされた改正前国共済法第８９条第３項に規定する公務等に

よる旧職域加算遺族給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規定す

る改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをい

う。）に係るものに限る。）又は平成２４年一元化法第３条の規定による改正



前の地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「改正前地

共済法」という。）による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るた

めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及

び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長

期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４７号。以下

「平成２７年地共済経過措置政令」という。）第７条第１項の規定により読

み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなおその

効力を有するものとされた改正前地共済法第８７条第２項に規定する公務等

による旧職域加算障害給付（平成２４年一元化法附則第６０条第５項に規定

する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをい

う。）又は平成２７年地共済経過措置政令第７条第１項の規定により読み替

えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなおその効力

を有するものとされた改正前地共済法第９９条の２第３項に規定する公務等

による旧職域加算遺族給付（平成２４年一元化法附則第６０条第５項に規定

する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをい

う。）に係るものに限る。）の受給権者が同一の支給事由により平成２４年一

元化法第１条の規定による改正後の厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成２７年国共済経過措

置政令第５条第１項第４号に規定する平成２４年一元化法附則第４１条年金

のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成２７年地共済経過措置政

令第４条第１項第４号に規定する平成２４年一元化法附則第６５条年金のう

ち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新

条例附則第９条第１項の規定は、適用しない。  

４ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の伊勢崎市議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第９条第１項及

び第２項の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例によ

る年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。  

 

 



 伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５０号  

伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）の一部を次のように

改正する。  

第８条から第１７条までを次のように改める。  

（徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法）  

第８条  地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５

条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項若しくは第

２項の規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）

又は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項から第４項

までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。）をする期間内において、

当該徴収の猶予及び当該徴収の猶予期間の延長に係る市の徴収金を各月に分

割して納付し、又は納入させることとする。ただし、市長がやむを得ない事

情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月に納付し、又は納

入させることとする。  

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収

の猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合

においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及

び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとす

る。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限

又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを

得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付若しく

は分割納入の各納付期限若しくは各納入期限又は各納付期限若しくは各納入

期限ごとの納付金額若しくは納入金額を変更することができる。  



４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納

入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めた

ときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及

び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項

を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなけれ

ばならない。  

５ 市長は、第３項の規定により分割納付若しくは分割納入の各納付期限若し

くは各納入期限又は各納付期限若しくは各納入期限ごとの納付金額若しくは

納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な

事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。  

（徴収猶予の申請手続等）  

第９条  法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。  

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該

当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができ

ない事情の詳細  

⑵ 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額  

⑶ 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額  

⑷ 当該猶予を受けようとする期間  

⑸ 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割

納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割

納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。）  

⑹ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保

の種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保

証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担

保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情）  

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類と



する。  

⑴ 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類  

⑵ 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類  

⑶ 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後

の収入及び支出の見込みを明らかにする書類  

⑷ 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「令」という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の

提供に関し必要となる書類  

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。  

⑴ 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細  

⑵ 第１項第２号から第６号までに掲げる事項  

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項

第２号から第４号までに掲げる書類とする。  

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。  

⑴ 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び

金額 

⑵ 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができ

ないやむを得ない理由  

⑶ 猶予期間の延長を受けようとする期間  

⑷ 第１項第５号及び第６号に掲げる事項  

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲

げる書類とする。  

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。  

（職権による換価の猶予の手続等）  

第１０条  法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３

項及び第５項に規定する条例で定める方法は、法第１５条の５第１項の規定

による換価の猶予（以下この項において「職権による換価の猶予」という。）



又は同条第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による

換価の猶予をした期間の延長（以下この項において「職権による換価の猶予

期間の延長」という。）をする期間内において、当該職権による換価の猶予

又は当該職権による換価の猶予期間の延長に係る市の徴収金を各月に分割し

て納付し、又は納入させることとする。ただし、市長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、その期間内の市長が指定する月に納付し、又は納入さ

せることとする。  

２ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付

し、又は納入させる場合について準用する。  

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次

に掲げる書類とする。  

⑴ 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類  

⑵ 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類  

（申請による換価の猶予の申請手続等）  

第１１条  法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。  

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規

定する条例で定める方法は、法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予

（以下この項において「申請による換価の猶予」という。）又は同条第３項

において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶予をした期間の延

長（以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。）を

する期間内において、当該申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予

期間の延長に係る市の徴収金を各月に分割して納付し、又は納入させること

とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間

内の市長が指定する月に納付し、又は納入させることとする。  

３ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において準

用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納

入させる場合について準用する。  

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。  



⑴ 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生

活の維持が困難となる事情の詳細  

⑵ 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項  

⑶ 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額  

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第

９条第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。  

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。  

⑴ 第９条第１項第６号に掲げる事項  

⑵ 第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項  

⑶ 第４項第３号に掲げる事項  

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定

する期間は、２０日とする。  

（担保を徴する必要がない場合）  

第１２条  法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１０

０万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴するこ

とができない特別の事情がある場合とする。  

第１３条から第１７条まで  削除 

 第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。  

第２３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）」を「令」に改める。  

 第３６条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）」を加える。  

 第５１条第２項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次

の１号を加える。  

 ⑴ 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため



の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。

以下同じ。）又は法人番号  

第６３条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号

（当該書類を提出する者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）」に改める。  

第６３条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は

名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称）」に改める。  

第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号及び第７４条の２第１項第１

号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改

める。  

第８９条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称）」に改める。  

第９０条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を

有しない者にあっては、氏名及び住所）」に改める。  

第１１１条の３第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所及び氏名又は名称）」に改める。  

第１２２条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称）」に改める。  

附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１

号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第

１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」



に改める。  

附則第２２条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称）」に改める。  

   附 則 

 （施行期日）  

第１条  この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第８条から

第１７条まで、第１８条及び第２３条第３項の改正規定並びに次条の規定は、

平成２８年４月１日から施行する。  

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過

措置）  

第２条  附則第１条ただし書に規定する規定による改正後の伊勢崎市市税条例

（以下この条において「新条例」という。）第８条、第９条及び第１２条

（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平成２

７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「２８年新法」という。）第１５条

第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、

前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に申請される２８年新法第１５

条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請

された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方

税法（以下「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定によ

る徴収の猶予については、なお従前の例による。  

２ 新条例第１０条及び第１２条（２８年新法第１５条の５第１項の規定によ

る換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条ただし書に規定する規定

の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日

前にされた２８年旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予について

は、なお従前の例による。  

３ 新条例第１１条及び第１２条（２８年新法第１５条の６第１項の規定によ



る換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、前条ただし書に規定する規定

の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金につい

て適用する。  

 （市民税に関する経過措置）  

第３条  改正後の伊勢崎市市税条例（以下「新条例」という。）第３６条の２

第８項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行

われる新条例第３６条の２第８項の規定による申告について適用し、同日前

に行われるこの条例による改正前の伊勢崎市市税条例（以下「旧条例」とい

う。）第３６条の２第８項の規定による申告については、なお従前の例によ

る。 

２ 新条例第５１条第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する申請書につ

いて適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第４条  新条例第６３条の２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号及び第

２項第１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号並びに第７４条

の２第１項第１号並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第

３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、

第８項第１号及び第９項第１号並びに附則第２２条第１項第１号及び第３項

第１号の規定は、施行日以後に提出する新条例第６３条の２第１項並びに第

６３条の３第１項及び第２項並びに附則第２２条第３項に規定する申出書、

新条例第７１条第２項に規定する申請書又は新条例第７４条第１項及び第７

４条の２第１項並びに附則第１０条の３各項及び第２２条第１項に規定する

申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第６３条の２第１項並びに

第６３条の３第１項及び第２項並びに附則第２２条第３項に規定する申出書、

旧条例第７１条第２項に規定する申請書又は旧条例第７４条第１項及び第７

４条の２第１項並びに附則第１０条の３各項及び第２２条第１項に規定する

申告書については、なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置）  

第５条  新条例第８９条第２項第２号及び第９０条第２項第１号の規定は、施

行日以後に提出する新条例第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項



に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第８９条第２項

並びに第９０条第２項及び第３項に規定する申請書については、なお従前の

例による。  

（特別土地保有税に関する経過措置）  

第６条  新条例第１１１条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する

新条例第１１１条の３第２項に規定する申請書について適用し、同日前に提

出した旧条例第１１１条の３第２項に規定する申請書については、なお従前

の例による。  

 （入湯税に関する経過措置）  

第７条  新条例第１２２条の規定は、施行日以後に行われる新条例第１２２条

の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第１２２条の規

定による申告については、なお従前の例による。  

 

 

 伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５１号  

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第８０号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表第３の６許可申請等手数料の部の表中３８の項を３９の項とし、２の項

から３７の項までを１項ずつ繰り下げ、１の項の次に次のように加える。  

２  法第４２条第１項第５号の規定により道路の位置の

指定を申請する者  

５０，０００円  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  



 （経過措置）  

２ この条例による改正後の伊勢崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したもの

については、なお従前の例による。  

 

 

 伊勢崎市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５２号  

伊勢崎市立学校設置条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市立学校設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第８８号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表２の部伊勢崎市立境島小学校の項を削る。  

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５３号  

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部

を次のように改正する。  

第２９条第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名及び個人番号（行政手続に



おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。）」に改める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例（以下「新条例」という。）第２９

条第２項第１号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する新条例第２９

条第２項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例によ

る改正前の伊勢崎市国民健康保険税条例第２９条第２項に規定する申請書に

ついては、なお従前の例による。  

 

 

 伊勢崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５４号  

伊勢崎市介護保険条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市介護保険条例（平成１７年伊勢崎市条例第１１４号）の一部を次の

ように改正する。  

第９条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）」に改める。  

 第１０条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。  

   附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  



２  改正後の伊勢崎市介護保険条例（以下「新条例」という。）第９条第２項

第１号及び第１０条第２項第１号の規定は、この条例の施行の日以後に提出

する新条例第９条第２項及び第１０条第２項に規定する申請書について適用

し、同日前に提出したこの条例による改正前の伊勢崎市介護保険条例第９条

第２項及び第１０条第２項に規定する申請書については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 伊勢崎市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５５号  

伊勢崎市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」と

いう。）第１０条の２第１項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び

運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。  

（名称及び住所等の公示）  

第２条  市長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる

事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。  

⑴ 消費生活センターの名称及び住所  

⑵ 法第８条第２項第１号及び第２号の事務を行う日及び時間  

（消費生活センター長及び職員）  

第３条  消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活

センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置かなけ

ればならない。  

（試験に合格した消費生活相談員の配置）  

第４条  消費生活センターには、法第１０条の３第１項に規定する消費生活相



談員資格試験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正

する等の法律（平成２６年法律第７１号）附則第３条の規定により合格した

者とみなされた者を含む。）を消費生活相談員として置かなければならない。  

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保）  

第５条  消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な

知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実

証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその

他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置

を講じなければならない。  

（消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修）  

第６条  消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第８条第２項

各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。  

（消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理）  

第７条  消費生活センターは、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により

得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５６号  

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関

する条例の一部を改正する条例  



伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例（平成２７年伊勢崎市条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

別表第１中「３月分」を「３月分まで」に改め、同表備考１中「平成２６年

政令第２１３号」の次に「。以下「令」という。」を加え、同表備考３中「地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得

割（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７第１項第１号及び第

２項並びに第３１４条の８並びに同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項

の規定は適用しないものとする。）の額をいう。なお、同法第３２３条に規定

する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額から順次控除

して得た額を所得割課税額」を「令第４条第１項第２号に規定する市町村民税

所得割合算額」に改め、同表備考５を同表備考６とし、同表備考４を同表備考

５とし、同表備考３の次に次のように加える。  

４  支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９

年政令第２２４号）第１条第２号に規定する女子又は同令第１条の２第

２号に規定する男子に該当する場合の市町村民税の額は、当該支給認定

保護者の申請に基づき、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定する寡夫で

あるとみなし、同法第２９５条第１項第２号、第３１４条の２第１項第

８号及び第３項並びに第３１４条の６の規定の例により算定する。  

 別表第２中  

「  

Ｂ 階

層 

Ａ 階 層

を 除

き 、 当

該 年 度

の ４ 月

分 か ら

８ 月 分

までの  

市町村民税非課税

世帯（市町村民税

所得割非課税世帯

を含む。）  

３，００

０円 

（１，５

００円）  

３，００

０円  

（１，５

００円）  

３，００

０円 

（１，５

００円）  

３，００

０円  

（１，５

００円）  
を 

Ｃ １

階層 

市町村民税所得割

課税額  

４８，６００円未

満  

９，２０

０円 

（４，６

００円）  

９，００

０円  

（４，５

００円）  

９，２０

０円 

（４，６

００円）  

９，００

０円  

（４，５

００円）  



 利 用 者

負 担 の

額 の 算

定 に あ

っ て は

前 年 度

分 の 、

当 該 年

度 の ９

月 分 か

ら ３ 月

分 の 算

定 に あ

っ て は

当 該 年

度 分 の

市 町 村

民 税 の

額 の 区

分 が 右

欄 の 区

分 に 該

当 す る

世帯 

      

Ｃ ２

階層 

市町村民税所得割

課税額  

４８，６００円以

上７２，８００円

未満  

１４，６

００円  

（７，３

００円）  

１４，３

００円  

（７，１

５０円）  

１５，０

００円  

（７，５

００円）  

１４，６

００円  

（７，３

００円）  

Ｃ ３

階層 

市町村民税所得割

課税額  

７２，８００円以

上９７，０００円

未満  

１８，０

００円  

（９，０

００円）  

１７，６

００円  

（８，８

００円）  

１９，０

００円  

（９，５

００円）  

１８，５

００円  

（９，２

５０円）  

Ｃ ４

階層 

市町村民税所得割

課税額  

９７，０００円以

上１３３，０００

円未満  

２０，０

００円  

（１０，

０００

円） 

１９，６

００円  

（９，８

００円）  

２５，０

００円  

（１２，

５００

円） 

２４，４

００円  

（１２，

２００

円）  

Ｃ ５

階層 

市町村民税所得割

課税額  

１３３，０００円

以上１６９，００

０円未満  

２１，４

００円  

（１０，

７００

円） 

２０，９

００円  

（１０，

４５０

円）  

３２，０

００円  

（１６，

０００

円） 

３１，３

００円  

（１５，

６５０

円）  

Ｃ ６

階層 

市町村民税所得割

課税額  

１６９，０００円

以上３０１，００

０円未満  

２２，０

００円  

（１１，

０００

円） 

２１，５

００円  

（１０，

７５０

円）  

３８，０

００円  

（１９，

０００

円） 

３７，１

００円  

（１８，

５５０

円）  

Ｃ ７

階層 

市町村民税所得割

課税額  

３０１，０００円  

２２，６

００円  

（１１，  

２２，１

００円  

（１１，  

４０，０

００円  

（２０，  

３９，１

００円  

（１９，  



  以上３９７，００

０円未満  

３００

円） 

０５０

円）  

０００

円） 

５５０

円）  

 

Ｃ ８

階層 

市町村民税所得割

課税額３９７，０

００円以上  

２３，２

００円  

（１１，

６００

円） 

２２，７

００円  

（１１，

３５０

円）  

４２，０

００円  

（２１，

０００

円） 

４１，１

００円  

（２０，

５５０

円）  

                                  」 

「  

Ｂ １

階層 

Ａ 階 層

を 除

き 、 当

該 年 度

の ４ 月

分 か ら

８ 月 分

ま で の

利 用 者

負 担 の

額 の 算

定 に あ

っ て は

前 年 度

分 の 、

当 該 年

度 の ９

月 分 か

ら ３ 月

分まで  

市町村民税非課税

世帯  

１，５０

０円 

（７５０

円） 

１，５０

０円  

（７５０

円）  

１，５０

０円 

（７５０

円） 

１，５０

０円  

（７５０

円）  

に 

Ｂ ２

階層 

市町村民税均等割

のみ課税世帯  

３，００

０円 

（１，５

００円）  

３，００

０円  

（１，５

００円）  

３，００

０円 

（１，５

００円）  

３，００

０円  

（１，５

００円）  

Ｃ １

階層 

市町村民税所得割

課税額  

４８，６００円未

満  

９，２０

０円 

（４，６

００円）  

９，００

０円  

（４，５

００円）  

９，２０

０円 

（４，６

００円）  

９，００

０円  

（４，５

００円）  

Ｃ ２

階層 

市町村民税所得割

課税額  

４８，６００円以

上７２，８００円

未満  

１４，６

００円  

（７，３

００円）  

１４，３

００円  

（７，１

５０円）  

１５，０

００円  

（７，５

００円）  

１４，６

００円  

（７，３

００円）  

Ｃ ３

階層 

市町村民税所得割

課税額  

７２，８００円以  

１８，０

００円  

（９，０  

１７，６

００円  

（８，８  

１９，０

００円  

（９，５  

１８，５

００円  

（９，２  



 の 算 定

に あ っ

て は 当

該 年 度

分 の 市

町 村 民

税 の 額

の 区 分

が 右 欄

の 区 分

に 該 当

す る 世

帯 

上９７，０００円

未満  

００

円） 

００

円）  

００

円） 

５０

円）  

 

Ｃ ４

階層 

市町村民税所得割

課税額  

９７，０００円以

上１３３，０００

円未満  

２０，０

００円  

（１０，

０００

円） 

１９，６

００円  

（９，８

００円）  

２５，０

００円  

（１２，

５００

円） 

２４，４

００円  

（１２，

２００

円）  

Ｃ ５

階層 

市町村民税所得割

課税額  

１３３，０００円

以上１６９，００

０円未満  

２１，４

００円  

（１０，

７００

円） 

２０，９

００円  

（１０，

４５０

円）  

３２，０

００円  

（１６，

０００

円） 

３１，３

００円  

（１５，

６５０

円）  

Ｃ ６

階層 

市町村民税所得割

課税額  

１６９，０００円

以上３０１，００

０円未満  

２２，０

００円  

（１１，

０００

円） 

２１，５

００円  

（１０，

７５０

円）  

３８，０

００円  

（１９，

０００

円） 

３７，１

００円  

（１８，

５５０

円）  

Ｃ ７

階層 

市町村民税所得割

課税額  

３０１，０００円

以上３９７，００

０円未満  

２２，６

００円  

（１１，

３００

円） 

２２，１

００円  

（１１，

０５０

円）  

４０，０

００円  

（２０，

０００

円） 

３９，１

００円

（１９，

５５０

円）  

Ｃ ８

階層 

市町村民税所得割

課税額  

３９７，０００円

以上  

２３，２

００円  

（１１，

６００

円） 

２２，７

００円  

（１１，

３５０

円）  

４２，０

００円  

（２１，

０００

円） 

４１，１

００円  

（２０，

５５０

円）  

                                  」 

改め、同表備考５中「この表における」の次に「「均等割」とは地方税法第２

９２条第１項第１号に規定する均等割とし、」を加え、「、地方税法第２９２条



第１項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合には、同法第３１

４条の７第１項第１号及び第２項並びに第３１４条の８並びに同法附則第５条

第３項及び第５条の４第６項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額

を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額」を「令第４条第１項

第２号に規定する市町村民税所得割合算額」に改め、同表備考８を同表備考９

とし、同表備考７を同表備考８とし、同表備考６を同表備考７とし、同表備考

５の次に次のように加える。  

６  支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第１条第２

号に規定する女子又は同令第１条の２第２号に規定する男子に該当する

場合の市町村民税の額は、当該支給認定保護者の申請に基づき、地方税

法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す

る寡夫であるとみなし、同法第２９５条第１項第２号、第３１４条の２

第１項第８号及び第３項並びに第３１４条の６の規定の例により算定す

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表第１備考１及

び同表備考３の改正規定並びに別表第２備考５の改正規定（「この表における」

の次に「「均等割」とは地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割と

し、」を加える部分を除く。）は、公布の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市小口資金融資促進条例及び伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条

例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５７号  

伊勢崎市小口資金融資促進条例及び伊勢崎市中小企業活性化資金融資促



進条例の一部を改正する条例  

（伊勢崎市小口資金融資促進条例の一部改正）  

第１条  伊勢崎市小口資金融資促進条例（平成１７年伊勢崎市条例第２３１号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第１号中「第４号の２まで」を「第５号まで、第７号及び第８号」

に、「第２号」を「第３号」に改め、同条第２号中「第２条第３項」の次に

「第１号から第６号まで」を加える。  

（伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例の一部改正）  

第２条  伊勢崎市中小企業活性化資金融資促進条例（平成１７年伊勢崎市条例

第２３２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中「第１号の２又は第３号」を「第２号又は第５号」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市建築審査会条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５８号  

伊勢崎市建築審査会条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市建築審査会条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７１号）の一部を次

のように改正する。  

 第１０条を第１１条とし、第４条から第９条までを１条ずつ繰り下げる。  

第３条の見出しを「（身分）」に改め、同条を第４条とする。  

第２条の次に次の１条を加える。  

（任期）  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の



残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでそ

の職務を行う。  

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第５９号  

伊勢崎市下水道条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市下水道条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第２条に次の３号を加える。  

⑽ 量水標等物件  水防法（昭和２４年法律第１９３号）第２条第７項に規

定する量水標等又は令第１７条の２第１号に規定する工作物をいう。  

⑾ 電線等 電線又は令第１７条の２第２号に規定する工作物をいう。  

⑿ 熱交換器等  熱交換器又は令第１７条の２第３号に規定する工作物をい

う。 

第３５条中「電線及び令第１７条の３に規定する物件（以下この条及び次条

において「電線等」という。）」を「量水標等物件、電線等及び熱交換器等」に、

「電線等が次」を「量水標等物件、電線等及び熱交換器等が次項から第４項ま

で」に改め、「基準に」の次に「それぞれ」を加え、同条各号を削り、同条に

次の３項を加える。  

２ 量水標等物件の基準は、次のとおりとする。  

⑴ 量水標等物件を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障



を及ぼすおそれが少ない箇所であること。  

⑵ 量水標等物件を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該量水標等物件の断面

積の割合が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上支障のないものであること。  

⑶ 量水標等物件の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、

耐食性及び耐水性のあるものであること。  

⑷ 量水標等物件の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び 

機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下

に行われること。  

⑸ 量水標等物件は、原則として電圧のかからないものであること。  

⑹ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。  

３ 電線等の基準は、次のとおりとする。  

⑴ 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上支障のない箇所で

あること。  

⑵ 電線等を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び   

電線の本数が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上支障のないものであること。  

⑶ 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性

及び耐水性のあるものであること。  

⑷ 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び機能に

影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行わ

れること。  

⑸ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。  

⑹ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。  

４ 熱交換器等の基準は、次のとおりとする。  

⑴ 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障を

及ぼすおそれが少ない箇所であること。  

⑵ 熱交換器等を設置する管渠
きょ

の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の

割合が下水の排除及び暗渠
きょ

の管理上著しい支障を及ぼさないものであるこ

と。 

⑶ 熱交換器等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐

食性及び耐水性のあるものであること。  



⑷ 地震によって公共下水道による下水の排除に支障が生じないように可撓
とう

継手の設置その他の措置が講ぜられていること。  

⑸ 熱交換器等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠
きょ

の構造及び機

能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に

行われること。  

⑹ 熱交換器等は、原則として電圧のかからないものであること。  

⑺ 熱交換器等の温度が過度に上昇又は低下をする場合は、耐熱材等を設け

ること。  

⑻ 熱交換器の内部を流れる熱源水は、公共下水道に当該熱源水が流入した

場合であっても、公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないも

のであること。  

⑼ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

  平成２７年１２月２２日  

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第６０号  

伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例  

伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第２０２号）

の一部を次のように改正する。  

 第２条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。  

⑷  時間外に係る保険外併用療養費用  ３，２４０円（消費税相当額を含

む。）  

   附 則 



 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  


